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京都府亀岡市（市長:桂川孝裕）は、4 月 1 日から、立ち上げ期の団体が行う地域課題解決に向けた取り組みを

支援することを目的とし、令和 8 年度亀岡市支えあいまちづくり協働支援金を活用する団体の申請を募集しま

す。 

 

 

■特徴：設立間もない団体の取り組みを支援します 

 

亀岡市では、地域の課題を解決するために実施し魅力あるまちづくりを目指す、市民の皆さんの自主的な

取り組みを支援しています。 

『はじめてのまちづくり活動応援プログラム』は、市民活動に参加する市民のすそ野を広げ、市民参加や活

動の担い手づくりの促進を目的とし、これから新たな活動を開始するまたは活動間もない団体の取り組み

を支援する制度です。 
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■補助制度の概要 

 

 

 

■実施の背景：亀岡市まちづくり協働推進指針 

 

本市においては、生涯学習によるまちづくりの成果と広がりを見せる市民活動や社会経済情勢の変化を踏

まえ、平成２０年（２００８年）３月「亀岡市まちづくり協働推進指針」を策定し、市民と行政の協働によるまち

づくりへの新たな一歩を踏み出しました。この指針を実行につなげていくため、「亀岡市支えあいまちづくり

協働支援金」で豊かで魅力ある亀岡市のまちづくりに貢献する市民の自主的な新しい活動を支援していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 事業名 亀岡市支えあいまちづくり協働支援金

 期間 令和 8 年４月１日～令和 8 年５月１５日

 補助金額 上限１５万円

 

補助率

初回申請団体は①または②を選択する。活用２回目以降は②のみ。 

①対象経費の 10/10（他の補助金との併用不可※減額交付となった場合はこの限りでな

い） 

②対象経費の 3/4

 補助回数 設立後最大３年間活用が可能


